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今後の新型肺炎感染防止対策について 

 

 

 時下、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、新型肺炎に対する取扱いが緩和され、令和５年５月８日より、「第五類感染症」に   

変更となります。 

しかしながら、本会としては、継続的な市場開催を第一に考えておりますので、今後も  

下記のとおり取り組みます。   

つきましては、ご理解とご協力賜ります様宜しくお願い申し上げます。 

 

記 

１．セリ場・繋ぎ場の対応について 

  セリ場：牛引手、購買許可証・入場許可証所有者、各関係者のみとし、それ以外の方は 

セリ場に入場出来ません。 

  繋ぎ場：所定時刻からセリ開始時間までは以下の方のみ入場可とします。 

     入場可→購買許可証・入場許可証所有者、各関係者のみ 

〈所定時刻〉：子牛市・乳肥素牛市 午前 8時～／成牛市 午前 8時 30分～ 

 

２．場内での対策等について 

  ◇37.5度以上の発熱がある方、体調不良者の来場はご遠慮頂く。 

  ◇来場者については、マスク着用・手指消毒を推奨する。 

（マスク着用については個人の判断となるが、市場として推奨する。） 

  ◇セリ場内はミスト噴霧及び換気を行いながらセリを行う。 

 

３．その他 

  令和５年５月８日以降については、門での検温は実施しませんので、各自で検温 

を実施の上、ご来場願います。 

 

 


